
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
七
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
八
第
一
項
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に

よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
業
訓
練
実
施
計
画
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
計
画

第
一

総
則

一

計
画
の
ね
ら
い

産
業
構
造
の
変
化
、
技
術
の
進
歩
そ
の
他
の
経
済
的
環
境
の
変
化
の
中
で
、
職
業
の
安
定
、
労
働
者
の
地
位
の

向
上
及
び
経
済
社
会
の
発
展
を
図
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
業
務
の
内
容
の
変
化
に
対
す
る
労
働
者
の
適
応

性
を
増
大
さ
せ
、
及
び
転
職
に
当
た
っ
て
の
円
滑
な
再
就
職
に
資
す
る
よ
う
、
労
働
者
に
対
し
て
適
切
な
職
業
能

力
開
発
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
、
事
業
主
等
が
行
う
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
自
主
的
な

努
力
を
尊
重
し
つ
つ
、
雇
用
失
業
情
勢
等
に
応
じ
て
、
国
が
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省

令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
能
開
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力



二
頁

開
発
施
設
（
以
下
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る
職
業
訓
練
（
能
開
法
第
十
五

条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
委
託
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
「
公

共
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
求
職
者
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
十
分
な
職
業
能
力
開
発
の
機
会
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
計
画
は
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
本
計
画
の
対
象
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）

中
に
お
け
る
公
共
職
業
訓
練
及
び
求
職
者
支
援
訓
練
（
以
下
「
公
的
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
の
対
象
者
数
等
を

明
確
に
し
、
計
画
的
な
公
的
職
業
訓
練
の
実
施
を
通
じ
て
、
職
業
の
安
定
、
労
働
者
の
地
位
の
向
上
等
を
図
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
は
、
本
計
画
を
実
施
す
る
際
に
、
都
道
府
県
労
働
局
、
公
共
職
業

安
定
所
、
地
方
公
共
団
体
等
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
公
共
職
業
訓
練
の
実
施
を
図

る
も
の
と
す
る
。

二

計
画
期
間

計
画
期
間
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

三

計
画
の
改
定

本
計
画
は
、
公
的
職
業
訓
練
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
場
合
に
は
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。



三
頁

第
二

労
働
市
場
の
動
向
と
課
題
等

一

労
働
市
場
の
動
向
と
課
題

労
働
市
場
の
状
況
を
み
る
と
、
最
近
の
雇
用
情
勢
は
、
改
善
し
て
い
る
も
の
の
、
少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る
中

、
我
が
国
の
持
続
的
な
経
済
成
長
の
た
め
に
は
、
人
材
力
の
強
化
や
情
報
技
術
の
活
用
等
を
通
じ
た
一
人
一
人
の

働
く
者
の
生
産
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
離
職
者
の
増
大
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
離
職
者
の
再
就
職
の
実
現
に
資
す
る
公
的
職
業
訓
練

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
産
業
界
や
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
多
様
な
職
業
能
力
開
発
の
機
会
を
確
保
・

提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

若
年
者
に
つ
い
て
は
、
完
全
失
業
率
が
年
齢
計
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
水
準
で
推
移
し
、
フ
リ
ー
タ
ー
の
数
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
の
二
百
十
七
万
人
を
ピ
ー
ク
に
五
年
連
続
で
減
少
し
た
も
の
の
、
平
成
二
十
一
年
に
は

六
年
ぶ
り
に
増
加
に
転
じ
、
平
成
二
十
七
年
も
引
き
続
き
高
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ー
ト
で
あ
る
若
年

者
も
い
ま
だ
に
多
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
我
が
国
の
社
会
を
支
え
て
い
く
若
年

者
が
職
業
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
若
年
者
に
と
っ
て
良
好
な
雇
用
機
会
の
創
出
や
そ
の
育
成
の
た

め
の
施
策
を
重
点
的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
併
せ
て
、
能
開
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
経

歴
等
履
歴
書
（
以
下
「
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
、
若
年
者
の
能
力
向
上
を
図
り
、
安
定
的
な

雇
用
へ
の
円
滑
な
移
行
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。



四
頁

女
性
に
つ
い
て
は
、
出
産
・
子
育
て
の
時
期
に
あ
る
年
齢
層
の
就
業
率
が
低
い
状
況
に
あ
り
、
女
性
の
活
躍
を

促
進
す
る
た
め
、
出
産
等
で
キ
ャ
リ
ア
を
中
断
し
た
女
性
の
再
就
職
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
も
多
く
の
高
齢
者
が
就
業
し
て
お
り
、
年
齢
に
関
わ
り
な
く
い
つ
ま

で
も
働
き
続
け
た
い
と
い
う
者
も
多
い
状
況
で
あ
る
。
生
涯
現
役
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
高
齢
者
の
職
業
能
力

開
発
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
の
持
続
的
な
経
済
成
長
の
た
め
に
は
、
企
業
が
付
加
価
値
の
高
い
分
野
又
は
今
後
成
長
が
見
込
め
る
医

療
、
情
報
通
信
、
観
光
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
等
の
分
野
へ
の
展
開
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
必
要
と
な
る
人
材
の
育
成
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
基
幹
的
な
産
業
で
あ
る
も
の
づ
く
り
現
場
を
支
え
て
き
た
熟
練
技
能
者
が
、
徐
々
に
職
業
生

活
か
ら
の
引
退
過
程
を
迎
え
て
い
る
た
め
、
も
の
づ
く
り
現
場
を
支
え
る
熟
練
し
た
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知

識
が
若
年
者
に
円
滑
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
現
場
の
戦
力
と
な
る
人
材
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
こ
の
た
め
、
事
業
主
等
に
よ
る
多
様
な
職
業
能
力
開
発
を
一
層
推
進
す
る
ほ
か
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に

お
い
て
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
を
派
遣
す
る
等
、
事
業
主
等
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
中

小
企
業
事
業
主
等
の
人
材
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
職
業
訓
練
及
び
も
の
づ
く
り
現
場
の
戦
力
と
な
る
若
年
技
能
労
働

者
の
育
成
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
我
が
国
の
産
業
構
造
や
資
源
に
は
地
域
特
性
が
個
々
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
ニ
ー
ズ



五
頁

を
踏
ま
え
た
公
的
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

障
害
者
に
つ
い
て
は
、
法
定
雇
用
率
の
引
き
上
げ
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
改
正
等
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
就
労
意
欲
が
高
ま
っ
て
お
り
、
新
規
求
職
申
込
件

数
が
年
々
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
障
害
者
の
実
質
的
な
社
会
参
加
に
向
け
て
、
障
害
者
が
自
ら
の
能
力
を

最
大
限
発
揮
し
自
己
実
現
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
障
害
者
の
福
祉
か
ら
就
労

へ
の
移
行
を
促
進
す
る
た
め
、
障
害
者
雇
用
促
進
施
策
と
障
害
者
福
祉
施
策
が
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
個

々
の
障
害
者
の
就
業
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
職
業
能
力
開
発
を
推
進
し
、
障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

母
子
家
庭
等
支
援
施
策
、
生
活
保
護
制
度
や
生
活
困
窮
者
の
自
立
支
援
施
策
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
、
父
子

家
庭
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
や
生
活

困
窮
者
（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
自
立
・
就
労
を
支
援
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体

等
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
上
で
、
母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
、
生
活
保
護
法
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
被
保
護
者
や
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
を
含
め
た
就
労
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

二

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
公
的
職
業
訓
練
を
め
ぐ
る
状
況



六
頁

平
成
二
十
七
年
度
の
新
規
求
職
者
の
う
ち
、
求
職
者
支
援
法
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
求
職
者
に
該
当
す
る
可

能
性
の
あ
る
者
の
数
は
平
成
二
十
七
年
十
一
月
末
現
在
で
百
七
十
七
万
四
千
三
百
二
十
二
人
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
平
成
二
十
七
年
度
の
公
的
職
業
訓
練
の
受
講
者
数
は
、
公
共
職
業
訓
練
（
離
職
者
訓
練
）
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
末
現
在
で
八
万
九
千
四
百
十
三
人
で
あ
り
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
つ
い
て
は
、

同
月
末
現
在
で
二
万
八
千
四
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
度
の
就
職
率
は
、
公
共
職
業
訓
練
（
離
職
者
訓
練
）
の
施
設
内
訓
練
が
八
十
四
・
五
パ

ー
セ
ン
ト
、
委
託
訓
練
が
七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
基
礎
コ
ー
ス
が
五
十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

、
実
践
コ
ー
ス
が
六
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

注

求
職
者
支
援
訓
練
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
に
開
講
し
た
職
業
訓
練
コ
ー
ス
か
ら
雇
用
保
険
適
用

就
職
率
を
目
標
設
定
に
用
い
て
い
る
。

注

施
設
内
訓
練
は
平
成
二
十
七
年
八
月
末
ま
で
の
、
委
託
訓
練
は
同
年
七
月
末
ま
で
の
、
求
職
者
支
援
訓
練
の

基
礎
コ
ー
ス
及
び
実
践
コ
ー
ス
は
四
月
末
ま
で
の
訓
練
修
了
者
等
の
訓
練
修
了
後
三
箇
月
の
就
職
率
で
あ
る
。

ま
た
、
在
職
者
訓
練
の
受
講
者
数
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
現
在
で
四
万
五
千
六
百
八
十
一
人
で
あ
り
、
学

卒
者
訓
練
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
現
在
で
五
千
六
百
三
人
で
あ
っ
た
。

第
三

計
画
期
間
中
の
公
的
職
業
訓
練
の
対
象
者
数
等

離
職
者
を
対
象
と
す
る
公
的
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
人
材
不
足
が
深
刻
な
分
野
、
成
長
が
見
込
ま
れ
る
分
野
等



七
頁

に
お
け
る
人
材
育
成
に
重
点
を
置
き
つ
つ
実
施
す
る
。

ま
た
、
公
的
職
業
訓
練
が
計
画
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地
域
の
関
係
者
が
連
携
・
協

力
関
係
を
強
化
す
る
た
め
の
連
絡
・
協
議
の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
産
業
界
・
教
育
訓
練
機
関
団
体
等
の
協
力
も

得
な
が
ら
、
職
業
能
力
評
価
基
準
、
民
間
教
育
訓
練
機
関
に
お
け
る
職
業
訓
練
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
更
な

る
整
備
及
び
普
及
も
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一

公
共
職
業
訓
練
（
離
職
者
訓
練
）
の
対
象
者
数
等

対
象
者
数
及
び
就
職
率
に
係
る
目
標

(1)

計
画
期
間
中
に
実
施
す
る
離
職
者
訓
練
の
対
象
者
数
は
、
十
三
万
四
千
人
と
す
る
。

離
職
者
訓
練
の
対
象
者
数
の
う
ち
、
二
万
六
千
人
に
つ
い
て
は
、
施
設
内
訓
練
（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設

内
で
実
施
す
る
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
施
設
内
訓
練
の
う
ち
、
三
千

人
に
つ
い
て
は
、
企
業
実
習
と
座
学
を
一
体
的
に
組
み
合
わ
せ
た
訓
練
（
以
下
「
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム

」
と
い
う
。
）
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
離
職
者
訓
練
の
対
象
者
数
の
う
ち
、
十
万
八
千
人
に
つ
い
て
は
、
委
託
訓
練
と
し
て
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。
委
託
訓
練
に
つ
い
て
は
、
人
材
不
足
が
深
刻
な
建
設
、
保
育
、
介
護
等
の
分
野
や
、
今
後
成
長
が
見

込
め
る
医
療
、
情
報
通
信
、
観
光
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
等
に
お
い
て
充
実
を
図
る
も
の
と
し
、
そ
の
対

象
者
数
の
う
ち
、
六
千
七
百
人
に
つ
い
て
は
介
護
福
祉
士
及
び
保
育
士
の
資
格
取
得
を
支
援
す
る
二
年
間
の
訓
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練
と
し
て
、
一
万
二
千
人
に
つ
い
て
は
実
践
的
職
業
能
力
の
付
与
が
必
要
な
者
に
対
す
る
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ

ス
テ
ム
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

就
職
率
は
施
設
内
訓
練
で
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
委
託
訓
練
で
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
指
す
。

離
職
者
訓
練
の
内
容

(2)

離
職
者
訓
練
に
つ
い
て
は
、
職
業
能
力
に
係
る
労
働
力
需
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
す
る
た
め
、
知
識
の
付

与
及
び
実
習
に
よ
る
技
能
の
習
得
な
ど
、
訓
練
の
内
容
に
応
じ
た
様
々
な
民
間
教
育
訓
練
機
関
を
活
用
し
た
多

様
な
職
業
能
力
開
発
の
機
会
を
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
能
開
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
設
置
す
る
施
設
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
を
除
く
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る
職
業
訓
練
と
の
役
割
分
担

を
踏
ま
え
つ
つ
提
供
し
、
地
域
に
お
け
る
離
職
者
等
の
多
様
な
就
業
ニ
ー
ズ
及
び
企
業
の
人
材
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
支
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
復
旧
・
復
興
需
要
に
応
じ
た
人
材
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
施
設
内
訓
練
と
し
て
実
施
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は

、
民
間
教
育
訓
練
機
関
で
は
実
施
で
き
な
い
「
も
の
づ
く
り
分
野
」
に
お
い
て
実
施
す
る
。

ま
た
、
雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
母
子
家
庭
の
母
等
の
ひ
と
り
親
、
刑
務
所
を
出
所
し
た
者
、

定
住
外
国
人
等
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る
求
職
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
職
業
訓

練
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

効
果
的
な
離
職
者
訓
練
の
実
施
の
た
め
の
取
組

(3)
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産
業
界
及
び
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
訓
練
科
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
離
職
者
訓
練
の
訓

練
科
の
う
ち
、
定
員
の
充
足
状
況
や
修
了
者
の
就
職
実
績
が
低
調
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
の
把
握
及

び
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
内
容
等
の
見
直
し
を
図
る
ほ
か
、
当
該
離
職
者
訓
練
の
受
講
者
に
対
し
、
公
共

職
業
安
定
所
と
の
連
携
強
化
の
下
、
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
能
開
法

第
二
条
第
五
項
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
求
人
情
報
の
提
供
等
の
計
画
的

な
就
職
支
援
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
安
定
的
な
雇
用
へ
の
円
滑
な
移
行
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
高
い
職
業
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
就
職
の
実
現
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る

た
め
の
長
期
間
の
訓
練
を
積
極
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
就
職
率
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

委
託
訓
練
に
つ
い
て
は
、
就
職
実
績
に
応
じ
た
委
託
費
の
支
給
を
行
う
ほ
か
、
都
道
府
県
労
働
局
、
地
方
公

共
団
体
、
労
使
団
体
等
関
係
機
関
の
協
働
に
よ
り
、
産
業
界
や
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
訓
練
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
開
発
・
検
証
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
就
職
率
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

二

公
共
職
業
訓
練
（
在
職
者
訓
練
）
の
対
象
者
数
等

対
象
者
数

(1)

計
画
期
間
中
に
実
施
す
る
在
職
者
訓
練
の
対
象
者
数
は
、
五
万
七
千
人
と
す
る
。

在
職
者
訓
練
の
内
容

(2)

在
職
者
訓
練
に
つ
い
て
は
、
産
業
構
造
の
変
化
、
技
術
の
進
歩
等
に
よ
る
業
務
の
変
化
に
対
応
す
る
高
度
な
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技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
真
に
高
度
な
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
等
又
は
民
間
教

育
訓
練
機
関
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

効
果
的
な
在
職
者
訓
練
の
実
施
の
た
め
の
取
組

(3)

地
域
の
中
小
企
業
事
業
主
等
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た
上
で
、
真
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
在
職
者
訓
練
の

訓
練
科
の
設
定
を
行
う
と
と
も
に
、
個
々
の
中
小
企
業
事
業
主
等
の
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
実
施
方
法
等

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

三

公
共
職
業
訓
練
（
学
卒
者
訓
練
）
の
対
象
者
数
等

対
象
者
数

(1)

計
画
期
間
中
に
実
施
す
る
学
卒
者
訓
練
の
対
象
者
数
は
、
五
千
九
百
人
と
す
る
。

学
卒
者
訓
練
の
対
象
者
数
の
う
ち
、
四
千
百
人
に
つ
い
て
は
専
門
課
程
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
と
し
て
、
千

七
百
人
に
つ
い
て
は
応
用
課
程
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
と
し
て
、
百
人
に
つ
い
て
は
普
通
課
程
に
よ
る
公
共
職

業
訓
練
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
専
門
課
程
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の
対
象
者
数
の
う
ち

、
三
百
人
に
つ
い
て
は
、
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

学
卒
者
訓
練
の
内
容

(2)

学
卒
者
訓
練
に
つ
い
て
は
、
新
規
高
等
学
校
卒
業
者
等
を
対
象
に
、
も
の
づ
く
り
の
現
場
の
戦
力
と
な
る
高

度
な
実
践
技
能
者
の
育
成
を
図
る
た
め
、
職
業
に
必
要
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
こ
と



一
一
頁

を
目
的
と
し
た
比
較
的
長
期
間
の
公
共
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

効
果
的
な
学
卒
者
訓
練
の
実
施
の
た
め
の
取
組

(3)

産
業
界
及
び
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
訓
練
科
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
学
卒
者
訓
練
の
訓

練
科
の
う
ち
、
定
員
の
充
足
状
況
や
修
了
者
の
就
職
実
績
が
低
調
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
の
把
握
及

び
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
内
容
等
の
見
直
し
を
図
る
も
の
と
す
る
。

四

障
害
者
等
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
対
象
者
数
等

対
象
者
数

(1)

計
画
期
間
中
に
実
施
す
る
障
害
者
等
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
対
象
者
数
は
、
一
万
三
百
人
と
す
る
。

障
害
者
等
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
対
象
者
数
の
う
ち
、
六
千
三
百
人
に
つ
い
て
は
、
委
託
訓
練
と
し
て

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
就
職
率
は
施
設
内
訓
練
で
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
委
託
訓
練
で
五
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
指
す
。

障
害
者
等
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
内
容

(2)

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
は
、
精
神
障
害
者
を
始
め
と
す
る
職
業
訓
練
上
特
別
な
支
援
を
要
す
る

障
害
者
を
重
点
的
に
受
け
入
れ
て
、
個
々
の
受
講
者
の
障
害
の
特
性
等
に
応
じ
た
公
共
職
業
訓
練
を
一
層
推
進

す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
障
害
者
の
職
業
能
力
開
発
に
資
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
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て
、
障
害
者
を
対
象
と
し
た
公
共
職
業
訓
練
を
引
き
続
き
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
民
間
企
業
等
に
対
し
て
委
託
す
る
障
害
者
委
託
訓
練
で
は
、
実
践
能
力
習
得
訓
練
コ
ー
ス
の
定
員

の
拡
充
を
踏
ま
え
て
、
精
神
障
害
者
向
け
の
訓
練
コ
ー
ス
設
定
を
促
進
し
つ
つ
、
特
に
法
定
雇
用
率
が
未
達
成

で
あ
る
企
業
や
、
障
害
者
の
雇
用
の
経
験
の
乏
し
い
企
業
等
を
開
拓
す
る
と
と
も
に
、
知
識
・
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス
に
お
い
て
就
職
支
援
を
実
施
す
る
な
ど
、
訓
練
内
容
や
就
職
支
援
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
、
引
き
続
き

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
わ
せ
て
、
採
用
時
に
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
の
社
会
的
ス
キ
ル
が
乏
し
い
学
生
等
に
対
し

て
、
就
職
活
動
や
就
職
の
実
現
に
資
す
る
委
託
訓
練
を
引
き
続
き
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

効
果
的
な
障
害
者
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
実
施
の
た
め
の
取
組

(3)

障
害
者
の
就
業
ニ
ー
ズ
及
び
企
業
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
訓
練
科
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
障

害
者
に
対
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
訓
練
科
の
う
ち
、
定
員
の
充
足
状
況
や
修
了
者
の
就
職
実
績
が
低
調
な
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
の
把
握
及
び
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
内
容
等
の
見
直
し
を
図
る
ほ
か
、
当
該
公

共
職
業
訓
練
の
受
講
者
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定
所
等
と
の
連
携
強
化
の
下
、
当
該
公
共
職
業
訓
練
の
開
始
時

か
ら
計
画
的
な
就
職
支
援
を
実
施
し
、
就
職
率
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
障
害
者
の
職
業
能
力
開
発
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
、
福
祉
、
教
育
等
の
関
係

機
関
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
職
業
訓
練
を
推
進
す
る
。
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さ
ら
に
、
障
害
者
の
福
祉
か
ら
就
労
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
定
め
る
計
画
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
障
害
者
福
祉
施
策
と
密
接
な
連

携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

五

求
職
者
支
援
訓
練
の
対
象
者
数
等

対
象
者
数
及
び
就
職
率
に
係
る
目
標

(1)

計
画
期
間
中
に
実
施
す
る
求
職
者
支
援
訓
練
の
対
象
者
数
は
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
自
営
廃
業
者
等
の
雇
用

保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
す
る
雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
が
果

た
せ
る
よ
う
、
五
万
三
千
五
百
人
程
度
に
訓
練
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
訓
練
認
定
規
模
八
万
二
千
二
百
人
程

度
を
上
限
と
す
る
。

ま
た
、
雇
用
保
険
適
用
就
職
率
は
、
基
礎
コ
ー
ス
で
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
実
践
コ
ー
ス
で
六
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
目
指
す
。

求
職
者
支
援
訓
練
の
内
容

(2)

求
職
者
支
援
訓
練
に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
能
力
の
み
を
習
得
す
る
職
業
訓
練
（
基
礎
コ
ー
ス
）
も
設
定
す
る

が
、
基
礎
的
能
力
か
ら
実
践
的
能
力
ま
で
を
一
括
し
て
習
得
す
る
職
業
訓
練
（
実
践
コ
ー
ス
）
を
中
心
と
す
る

（
求
職
者
支
援
訓
練
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
）
。



一
四
頁

そ
の
際
、
成
長
分
野
、
人
材
不
足
分
野
と
さ
れ
て
い
る
分
野
・
職
種
に
重
点
を
置
く
と
と
も
に
、
地
域
に
お

け
る
産
業
の
動
向
及
び
求
人
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
。
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
、
未
就
職
の
ま
ま

卒
業
す
る
こ
と
と
な
っ
た
新
規
学
卒
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
の
課
題
を
有
す
る
生
活
困
窮
者
等
で

あ
る
対
象
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
・
訓
練
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
職
業
訓
練
の
設
定
に
も
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

訓
練
認
定
規
模
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

基
礎
コ
ー
ス

訓
練
認
定
規
模
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

ロ

実
践
コ
ー
ス

訓
練
認
定
規
模
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

実
践
コ
ー
ス
の
う
ち
、
介
護
系
、
医
療
事
務
系
及
び
情
報
系
の
三
分
野
の
割
合
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
践
コ
ー
ス
全
体
の
訓
練
認
定
規
模
に
占
め
る
各
分
野
の
下
限
の
目
安
と

し
て
、
介
護
系
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
医
療
事
務
系
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
及
び
情
報
系
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

よ
り
安
定
し
た
就
職
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
、
各
地
域
の
状
況
や
工
夫
に
応
じ
て
主
体
的
に
独
自
の
訓
練
分

野
、
特
定
の
対
象
者
又
は
特
定
の
地
域
を
念
頭
に
置
い
た
訓
練
等
を
設
定
す
る
地
域
ニ
ー
ズ
枠
を
全
て
の
都
道

府
県
の
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
で
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
地
域
ニ
ー
ズ
枠
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
公
共

職
業
訓
練
（
離
職
者
訓
練
）
の
訓
練
規
模
、
分
野
及
び
時
期
も
踏
ま
え
た
上
で
、
都
道
府
県
の
認
定
規
模
の
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
設
定
を
す
る
こ
と
と
す
る
。



一
五
頁

求
職
者
支
援
訓
練
の
う
ち
、
次
の
値
を
上
限
と
し
て
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
で
定
め
た
割
合
以
下
の
範
囲

で
当
該
都
道
府
県
で
求
職
者
支
援
訓
練
に
新
規
参
入
と
な
る
職
業
訓
練
を
認
定
す
る
。

イ

基
礎
コ
ー
ス

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
）

ロ

実
践
コ
ー
ス

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
）

注

求
職
者
支
援
訓
練
は
、
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
に
則
し
て
、
一
箇
月
ご
と
又
は
四
半
期
ご
と
に
認
定

す
る
（
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
で
定
め
た
コ
ー
ス
別
・
分
野
別
の
訓
練
実
施
規
模
を
超
え
て
は
認
定
し

な
い
。
）
も
の
で
あ
る
。

申
請
対
象
期
間
の
設
定
数
を
超
え
る
認
定
申
請
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

新
規
参
入
枠
に
つ
い
て
は
、
職
業
訓
練
の
案
等
が
良
好
な
も
の
か
ら
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

イ
以
外
に
つ
い
て
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
就
職
実
績
等
が
良
好
な
も
の
か
ら
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

注

本
計
画
に
お
い
て
示
し
た
内
容
は
、
全
国
で
の
目
標
で
あ
り
、
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
に
お
い
て
は

、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
地
域
訓
練
協
議
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
異
な
る
設
定
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

都
道
府
県
別
の
訓
練
認
定
規
模
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

新
規
参
入
枠
は
右
に
掲
げ
た
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
全
く
新
規
参
入
枠
を
設
定
し
な
い
も

の
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
地
域
ニ
ー
ズ
枠
に
つ
い
て
は
、
全
て
新
規
参
入
枠
と
す
る
こ
と



一
六
頁

も
可
能
と
す
る
こ
と
。

第
四

公
的
職
業
訓
練
の
実
施
に
当
た
り
留
意
す
べ
き
事
項
等

一

関
係
機
関
と
の
連
携

公
的
職
業
訓
練
全
体
の
訓
練
規
模
、
分
野
及
び
時
期
に
お
い
て
職
業
訓
練
の
機
会
及
び
受
講
者
を
適
切
に
確
保

す
る
と
と
も
に
、
公
的
職
業
訓
練
を
効
果
的
に
実
施
し
、
訓
練
修
了
者
の
就
職
を
実
現
し
て
い
く
上
で
、
国
及
び

都
道
府
県
の
関
係
行
政
機
関
は
も
と
よ
り
、
地
域
の
訓
練
実
施
機
関
の
団
体
、
労
使
団
体
等
の
幅
広
い
理
解
・
協

力
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
も
、
地
域
訓
練
協
議
会
を
開
催
し
て
、
関
係
者
の
連
携
・
協
力
の
下

に
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
、
計
画
的
で
実
効
あ
る
公
的
職
業
訓
練
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
と
す
る
。

地
域
訓
練
協
議
会
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
地
域
の
産
業
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
訓
練
内
容
の
検
討
を
行
う

ワ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ー
ム
を
開
催
す
る
。

ま
た
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
は
、
公
共
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
局
、
公

共
職
業
安
定
所
、
地
方
公
共
団
体
、
労
使
団
体
等
関
係
機
関
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
の
場
を
活
用
し
、
人
材
ニ

ー
ズ
に
応
じ
た
効
果
的
な
職
業
訓
練
が
質
及
び
量
の
両
面
に
お
い
て
十
分
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
検
討
、
協
議
及
び

必
要
な
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
は
、
都
道
府
県
労
働
局
及
び
公
共
職
業
安
定
所
と
連
携
し
、
公
共
職
業
訓



一
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頁

練
の
受
講
者
の
就
職
支
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

二

公
的
職
業
訓
練
の
受
講
生
の
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
た
公
共
職
業
訓
練
の
実
施

ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
な
ど
、
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
情

報
提
供
及
び
相
談
援
助
を
行
い
、
公
的
職
業
訓
練
の
受
講
者
の
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
た
公
的
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
公
的
職
業
訓
練
に
お
け
る
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
着
実

な
実
施
等
に
資
す
る
た
め
、
地
域
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
運
営
本
部
に
お
い
て
、
効
果
的
な
周
知
・
啓
発
の
在
り
方
を

検
討
し
、
関
係
機
関
を
通
じ
た
周
知
を
図
る
。




